
富 士 宮 市 建 設 工 事 成 績 評 定 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、富 士 宮 市 建 設 工 事 検 査 規 程（ 平 成 ２ ０ 年 富 士 宮

市 規 程 第 ３ 号 。） に 基 づ く 成 績 評 定 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。  

（ 成 績 評 定 の 対 象 ）  

第 ２ 条  工 事 成 績 の 評 定 の 対 象 と す る 工 事 は 、一 件 の 請 負 代 金 額（ 変

更 が あ っ た 場 合 は 変 更 後 の 金 額 ）が １ ３ ０ 万 円 を 超 え る 工 事 と す る 。

た だ し 、 解 体 工 事 、 維 持 ・ 修 繕 工 事 等 で 、 市 長 が 成 績 評 定 に 適 さ な

い と 認 め た 場 合 は 除 く こ と が で き る 。  

（ 評 定 者 ）  

第 ３ 条  成 績 評 定 を 行 う 者 （ 以 下 「 評 定 者 」 と い う ｡） は 、 検 査 員 並

び に 総 括 監 督 員 及 び 担 当 監 督 員 と す る 。  

（ 成 績 評 定 の 時 期 ）  

第 ４ 条  成 績 評 定 の 時 期 は 、 検 査 員 に あ っ て は 検 査 を 実 施 し た と き 、

総 括 監 督 員 及 び 担 当 監 督 員 に あ っ て は 工 事 が 完 成 し た と き と す る 。 

（ 成 績 評 定 の 方 法 ）  

第 ５ 条  成 績 評 定 は 、 工 事 ご と に 独 立 し て 行 う も の と す る 。  

２  工 事 成 績 の 評 定 は 、 別 に 定 め る 富 士 宮 市 土 木 工 事 成 績 評 定 基 準

（ 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ ４ 日 副 市 長 決 裁 ） ま た は 富 士 宮 市 建 築 ・ 設 備 工

事 成 績 評 定 基 準 （ 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ ４ 日 副 市 長 決 裁 ） に よ る も の と

す る 。  

 (成 績 評 定 の 修 正 ) 

第 ６ 条  評 定 者 は 、評 定 の 結 果 を 通 知 後 、成 績 評 定 を 修 正 す る 必 要 が

あ る と 認 め た き は 、成 績 評 定 の 修 正 を 行 う と と も に 直 ち に そ の 内 容

を 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た と き は 、遅 滞 な く そ の 報

告 に 係 る 工 事 の 受 注 者 に 対 し て 、修 正 の 評 定 結 果 を 完 成 検 査 結 果 修

正 通 知 書 に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 成 績 不 良 工 事 の 報 告 ) 

第 ７ 条  検 査 員 は 、工 事 成 績 が ６ ４ 点 以 下 と な っ た 場 合 は 、成 績 不 良



工 事 報 告 書 を 富 士 宮 市 建 設 事 業 審 議 委 員 会 委 員 長 に 提 出 す る も の

と す る 。  

（ 説 明 及 び 再 説 明 請 求 ) 

第 ８ 条  評 定 結 果 に 対 し 不 服 が あ る 者 は 、説 明 及 び 再 説 明 を 求 め る こ

と が で き る 。  

２  説 明 請 求 方 法 等 は 、 別 に 定 め る 。  

（ 雑 則 ) 

第 ９ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か ､評 定 の 方 法 等 に つ い て 必 要 な

事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 要 領 は ､平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則   

こ の 要 領 は ､平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則   

こ の 要 領 は ､平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


